
 

資料 ４ 

 

 

立地適正化計画（素案）の概要 

 

１． 基本的な考え方 

 

●上位関連計画と整合した計画 

●人口減少に備えるための計画  

●市街地の再配置による拠点形成を推進するための計画  

●都市計画と公共交通の一体化 

 

 

２． 素案の概要 

 

１． 立地適正化計画の概要（P1～P3） 

 ・平成２６年８月の都市再生特別措置法の改正により制度が創設 

 ・拠点内への都市機能と居住の誘導による、集約型都市構造の形成が目的 

 ・対象区域は、市内の都市計画区域全域で、都市機能誘導区域、居住誘導区域を市街化 

区域及び用途地域内に設定する。 

・計画公表後、誘導区域外での一定以上の建築目的の開発行為については届出が必要 

 ・誘導区域内への誘導施策と、誘導区域外への規制（届出、勧告等）により、緩やかに 

集約を進める。 

・計画の目標年次は、上位関連計画と整合し、平成４０（２０２８）年度 

 

 

２． 都市構造上の課題と方針（P5～P24） 

・近畿パーソントリップ調査の結果より、各地域内及び市内外での重層的な生活圏が成

立しており、今後もこれらの維持が必要 

・人口減少により、都市機能の流出が進み生活利便性が低下することを抑制するために、 

拠点への集約を図る。 

・高齢化の進行等により公共交通の必要性が増しており、今後公共交通幹線軸沿線に人

口や施設を誘導することで、公共交通利用者の増加を図り、サービス水準の維持を図る。 

・地域拠点、交通拠点である貴生川駅周辺の都市機能が不足しており、都市機能の立地

の誘導と、周辺の住宅基盤整備による定住人口の増加が必要 

 

 

３． まちづくりの基本方針（P25～P38） 

  本市においては、これまで形成されてきた各地域に立地する既存の都市機能を活かし 

た、重層的な生活圏の維持が必要。また、人口減少・少子高齢化のさらなる進行が予想 

されるため、既存の都市機能のサービス水準及び、公共交通のサービス水準の維持も重 



 
 

要となる。 

 そのため、各地域の中心部等の拠点に、居住と都市機能を誘導することの相乗効果と、 

拠点間を結ぶ公共交通サービスを確保することで、多様性を活かしたネットワークづく 

りによる、集約型都市構造の形成を目指す。 

 

 

４． 誘導区域及び誘導施設（P39～P48） 

 都市機能誘導区域 

 ・各拠点の中心地に設定するもので、多様な都市機能が集積する区域 

 ・水口地域、貴生川駅周辺については、国土交通省が示す、一般的な徒歩圏として、駅 

等を中心に半径８００ｍで設定 

・土山地域、甲賀地域、甲南地域、信楽地域については、高齢者の一般的な徒歩圏とし 

て駅等を中心に半径５００ｍで設定 

・本市の市街化区域及び用途地域の面積に対して２０．５％を設定 

 

 居住誘導区域 

 ・本市の幹線的な公共交通の周辺（第２次甲賀市総合計画の基本計画に示す、公共交通 

幹線軸の沿線）で、鉄道駅から半径８００ｍの区域及び、バス路線のルートの中心線か 

ら３００ｍの区域。 

・本市の市街化区域及び用途地域の面積に対して４４．７％を設定 

 

 誘導施設 

・周辺住民の日常生活の利便性を維持・向上させるための施設を位置づける。 

・貴生川駅周辺については、交通拠点及び地域拠点としての機能を強化する施設を位置 

づける。 

 

 

５． 実現化方策（施策）（P49～P54） 

 ・居住誘導区域に居住を誘導するための施策 

 ・都市機能誘導区域内の都市機能を維持、誘導するための施策 

 ・公共交通の利用者を増加させるための施策 

 ・誘導施策の展開にかかる公的不動産の活用方針 

 ・施策の展開時期については、『第２次甲賀市総合計画』、『甲賀市都市計画マスター 

プラン』の目標年次の人口フレーム８７，０００人を下回るまでに、検討を進める。 

 

 

 ６．数値目標の設定と進行管理（P55～P57） 

 ・居住に関する目標 

  居住誘導区域内の人口密度について、目標年次の推計値を２０．６人/haと試算してい

るところを、現況値の２３．７人/ha に維持することを目標とする。 

 



 
 

 ・都市機能に関する目標 

  都市機能誘導区域内の日常サービスの徒歩圏充足率について、目標年次の推計値を 

２４．２％と試算しているところを、現況値の２４．５％に維持することを目標とする。 

 

 ・公共交通に関する目標 

  年間の公共交通利用者数について、目標年次の推計値を４，０７２，４０４人と試算 

しているところ、現況値の４，５８０，０００人に維持することを目標とする。 

 

 

３． 市民参画と策定体制 

 
●市民参画等 

 市民・事業者・不動産関係団体の意見を反映するための市民参画 

 ・市民意識調査（平成２７年度に都市計画マスタープランの見直しに伴い実施） 

 ・貴生川駅周辺都市づくりワーキンググループ（貴生川みらい会議、貴生川地域自治振 

興会、貴生川地域区長会、商工会貴生川地区） 

 ・都市づくり懇談会（建築士会、宅建協会、測量設計協会、土地家屋調査士会等） 

 ・地域区長会 

 ・パブリック・コメント 

 

●甲賀市都市計画審議会 

 市長の諮問に応じ、都市計画に関する調査及び審議 

 〔構成員〕学識経験者、市議会議員、関係行政機関職員、市民（公募含む） 

 
●庁内調整 
 ・拠点形成の構想について、第２次甲賀市総合計画との調整 
 ・誘導施設の設定に伴い、公共施設総合管理計画との調整 
・各拠点間のネットワークの形成に伴い、地域公共交通網形成計画及び策定中の道路整 
備基本計画との調整 

 
 

４． スケジュール 

 
●平成３０年度（予定含む） 
 平成３０年 ５月 策定方針説明 
 平成３０年 ６月 素案作成 
 平成３０年 ８月 甲賀市都市計画審議会中間報告 
 平成３０年 ９月 パブリック・コメントの実施 
 平成３０年１１月 甲賀市都市計画審議会諮問 
●平成３１年度（予定） 
 平成３１年 ４月 甲賀市立地適正化計画の公表 


